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平成２７年白浜町議会第１回定例会 会議録(第１号) 

 

１．開  会 平成 ２７ 年 ３ 月 ２ 日 白浜町議会第１回定例会を白浜町役場 

       議場において １０ 時 ００ 分 開会した。 

 

１．開  議 平成 ２７ 年 ３ 月 ２ 日 １０ 時 １３ 分 

 

１．閉  議 平成 ２７ 年 ３ 月 ２ 日 １４ 時 ４４ 分 

 

１．延  会 平成 ２７ 年 ３ 月 ２ 日 １４ 時 ４４ 分 

 

１．議員定数 １４名    

 

１．応招及び不応招議員の氏名 

   応招議員 １４名 その議席番号及び氏名は、次のとおりである。 

 

１番  溝 口  耕太郎       ２番  三 倉  健 嗣 
３番  辻    成 紀         ４番  岡 谷  裕 計 

５番  堀      匠        ６番  長 野  莊 一 

７番  水 上  久美子       ８番  楠 本  隆 典 

９番  西 尾  智 朗      １０番  廣 畑  敏 雄 

１１番  古久保  惠 三      １２番  南    勝 弥 

１３番  玉 置    一      １４番  丸 本  安 高  

    

１．出席及び欠席議員の氏名 

   出席議員 １４名 その議席番号及び氏名は、次のとおりである。 

 

１番  溝 口  耕太郎       ２番  三 倉  健 嗣 
３番  辻    成 紀         ４番  岡 谷  裕 計 

５番  堀      匠        ６番  長 野  莊 一 

７番  水 上  久美子       ８番  楠 本  隆 典 

９番  西 尾  智 朗      １０番  廣 畑  敏 雄 

１１番  古久保  惠 三      １２番  南    勝 弥 

１３番  玉 置    一      １４番  丸 本  安 高  

 

   欠席議員 なし  

 

１．職務のため議場に出席した事務局職員の職氏名は、次のとおりである。 
 

事 務 局 長  泉    芳 明    事 務 主 査  田 中  健 介 
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１．地方自治法第１２１条の規定により、議場に出席した者の職氏名は、次のとおりである。 
 

町    長  井 澗    誠   副 町 長  林    一 勝 
教 育 長  鈴 木     勇   会 計管理者  大 谷  博 美    
富田事務所長              
兼農林水産課長  瀬 見  幸 男   日置川事務所長  青 山  茂 樹 
総 務 課 長   田 井  郁 也   税 務 課 長  髙 田  義 広 
民 生 課 長  中 村  貴 子   住民保健課長  三 栖  健 次 
生活環境課長  坂 本  規 生   観 光 課 長  古 守  繁 行 
建 設 課 長  笠 中  康 弘   上下水道課長  堀 本  栄 一 
国体推進課長  廣 畑  康 雄   消 防 長  古 川  泰 造 
教 育委員会             日置川事務所 
教 育 次 長  寺 脇  孝 男    地籍調査室長  中 本  敏 也 
総務課副課長  榎 本  崇 広 
 

１．議事日程 
 

日 程 第 １ 会議録署名議員指名について 
日 程 第 ２ 会期の決定について     
日 程 第 ３ 報 告第２号 専決処分の報告について 
日 程 第 ４ 報 告第３号 専決処分の報告について 
日 程 第 ５ 議 案第４号 専決処分の承認について 
日 程 第 ６ 議 案第５号 専決処分の承認について 
日 程 第 ７ 議 案第６号 専決処分の承認について 
日 程 第 ８ 議 案第７号 土地の貸付について 
日 程 第 ９ 議 案第８号 工事請負契約の締結について 
日程第１０ 議 案第９号 白浜町テニスコートの指定管理者の指定について 
日程第１１ 議案第１０号 白浜町椿地域振興施設椿はなの湯の指定管理者の指定につ 

いて 
日程第１２ 議案第１１号 白浜町手数料徴収条例の一部を改正する条例について 
日程第１３ 議案第１２号 白浜町行政手続条例の一部を改正する条例について 
日程第１４ 議案第１３号 白浜町職員の給与等に関する条例等の一部を改正する条例 

について 
日程第１５ 議案第１４号 白浜町各種基金条例の一部を改正する条例について 
日程第１６ 議案第１５号 白浜町報酬及び費用弁償等条例等の一部を改正する条例に 

ついて 
日程第１７ 議案第１６号 白浜町教職員住宅管理条例の一部を改正する条例について 
日程第１８ 議案第１７号 白浜町学童保育所設置条例の一部を改正する条例について 
日程第１９ 議案第１８号 白浜町教育長の職務に専念する義務の特例に関する条例の 
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制定について 
日程第２０ 議案第１９号 白浜町立幼稚園条例及び白浜町立保育園条例の一部を改正 

する条例について 
日程第２１ 議案第２０号 白浜町保育園保育の実施に関する条例を廃止する条例につ 

いて 
日程第２２ 議案第２１号 白浜町介護保険条例の一部を改正する条例について 
日程第２３ 議案第２２号 白浜町指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運 

営に関する基準を定める条例及び白浜町指定地域密着型介 
護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地 
域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的 
な支援の方法に関する基準を定める条例の一部を改正する 
条例について 

日程第２４ 議案第２３号 白浜町指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指 
定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の 
方法に関する基準を定める条例の制定について 

日程第２５ 議案第２４号 白浜町地域包括支援センターの人員及び運営に関する基準 
を定める条例の制定について 

日程第２６ 議案第２５号 白浜町ひとり親家庭医療費の支給に関する条例の一部を改 
正する条例について 

日程第２７ 議案第２６号 白浜町公衆便所条例の一部を改正する条例について 
日程第２８ 議案第２７号 白浜町白浜駅前駐車場条例の制定について 
日程第２９ 議案第２８号 白浜町下水道条例の一部を改正する条例について 
日程第３０ 議案第２９号 白浜町火災予防条例の一部を改正する条例について 
日程第３１ 議案第３０号 白浜町特定用途制限地域内における建築物等の用途の制限 

   に関する条例の制定について 
日程第３２ 議案第３１号 平成２６年度白浜町一般会計補正予算（第９号）議定につ 

いて 
日程第３３ 議案第３２号 平成２６年度白浜町国民健康保険事業特別会計補正予算 

（第３号）議定について 
日程第３４ 議案第３３号 平成２６年度白浜町簡易水道事業特別会計補正予算（第３ 

号）議定について 
日程第３５ 議案第３４号 平成２６年度白浜町下水道事業特別会計補正予算（第３号） 

議定について 
日程第３６ 議案第３５号 平成２７年度白浜町一般会計予算議定について 
日程第３７ 議案第３６号 平成２７年度白浜町国民健康保険事業特別会計予算議定に 

ついて 
日程第３８ 議案第３７号 平成２７年度白浜町後期高齢者医療特別会計予算議定につ 

いて 
日程第３９ 議案第３８号 平成２７年度白浜町介護保険特別会計予算議定について 
日程第４０ 議案第３９号 平成２７年度白浜町住宅資金貸付事業特別会計予算議定に 
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ついて 
日程第４１ 議案第４０号 平成２７年度白浜町土地取得特別会計予算議定について 
日程第４２ 議案第４１号 平成２７年度白浜町健康交流拠点施設事業特別会計予算議 

定について 
日程第４３ 議案第４２号 平成２７年度白浜町簡易水道事業特別会計予算議定につい 
             て 
日程第４４ 議案第４３号 平成２７年度白浜町農業集落排水事業特別会計予算議定に 

ついて 
日程第４５ 議案第４４号 平成２７年度白浜町下水道事業特別会計予算議定について 
日程第４６ 議案第４５号 平成２７年度白浜町水道事業特別会計予算議定について 
日程第４７ 議案第４６号 平成２７年度白浜町土地開発公社事業計画及び会計予算の 

提出について  
追加日程第４８ 白浜町議会特別委員会設置について 

                                              

１．会議に付した事件   
 
  日程第１から追加日程第４８   
 
１．会議の経過                                
 
○議    長 

皆さん、おはようございます。 

ただいまから、白浜町議会平成２７年第１回定例会を開会いたします。 

本日は議場内での写真撮影を許可しております。 

開議に先立ち、表彰状の伝達式を行います。 

去る２月６日に開催されました全国町村議会議長会第６６回定期総会において、議員とし

て１５年以上在職し功労のあった南議員が自治功労者として栄えある表彰を受けられました

ので、ここにご報告申し上げます。 

議長を交代します。 

 休憩します。 

       （休憩 １０ 時 ００ 分  再開 １０ 時 ０１ 分） 

（議長 降壇） 

（副議長 議長席へ） 

○副   議   長 

議長を交代しました。 

再開します。 

ただいまから表彰状の伝達式を行います。 

南議員、演壇の前へお願いします。 

（南議員 演壇前へ） 

       （議長から表彰状伝達） 
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      （拍手） 

○副   議   長 

ここで、議員を代表して岡谷議長からお喜びの言葉がございます。 

       ４番  岡谷君（登壇） 

○４    番 

議員を代表いたしまして、一言お喜びの言葉を申し上げます。 

去る２月６日の全国町村議会議長会第６６回定期総会におきまして、南議員に１５年以上

在職、地方自治功労者として栄えある表彰が贈られ、ただいまその伝達が行われたところで

ございます。 

このことは、私たち白浜町議会にとりましても大きな誇りであると同時に、南議員が議会

活動を通してこれまでに尽くされてきました確かな足跡であると思います。 

現在、いろんな場で地方主権に具体化が議論されていますが、こうした背景にあって、地

方議会に課せられる責任はますます重要になってくるものと考えてございます。 

どうか、南議員におかれましては、今後もご健康に十分ご留意いただきますとともに、こ

れまで培かわれました豊富な経験と識見を生かされ、町政発展と議会制民主主義の高揚にな

お一層のご活躍をいただきますことをお願い申し上げまして、議員を代表してのお喜びの言

葉といたします。 

本当におめでとうございます。 

      （拍手） 

○副   議   長 

次に、南議員からご挨拶がございます。 

１２番  南君（登壇） 

○１２   番 

一言お礼のご挨拶を申し上げます。 

ただいま町議会議員在職１５年ということで、伝統ある全国町村議会議長会におきまして

表彰を受けましたことは私にとりまして大変光栄であり、大いなる喜びと感激を覚える次第

でございます。 

また、ただいま岡谷議長から身に余るお祝いの言葉をいただき誠にありがとうございます。

こうした光栄に浴するのも、先輩・同僚議員、そしてまた、町当局の皆さま、町民の皆さま

の温かいご指導ご厚情の賜であると考えてございます。この場をお借りしまして心から感謝

を申し上げる次第でございます。 

思い起こせば、議員在職１５年の間にいろんなことがございました。議員の活動の中で、

時には住民の方から町の事業を妨害したということで裁判を起こされたこともございました

し、また、新聞の折り込みやいろんなところで誹謗中傷も受けたこともございました。しか

し、私なりに信念を通したつもりでございます。 

私は今幸いにも健康でございます。二十歳の頃に一度けがで入院をしたことがございます

が、現在まで医者にかかることがあっても、入院したことがございません。 

残る議員任期があと３年ありますけれども、これからも町政の発展のため、また議会の発

展のために誠心誠意全力をあげて努力してまいりたいと思います。 

どうか皆さま方には今後も引き続き、ご指導ご鞭撻のほどよろしくお願いしたします。 



 6

本日はどうもありがとうございました。 

      （拍手） 

○副   議   長 

以上をもって表彰状の伝達式を終わります。 

議長を交代します。 

休憩します。 

      （休憩 １０ 時 ０９ 分  再開 １０ 時 １０ 分） 

（副議長 降壇） 

（議長 議長席へ） 

○議    長 

議長を交代しました。 

再開します。 

日程に入る前に、事務局長から諸報告を行います。 

       番外  事務局長 泉君 

○番    外（事務局長） 

 諸報告を行います。 

ただいまの出席議員は１４名であります。 

本定例会の会議予定につきましては、去る２月２３日の議会運営委員会でご協議いただき

ました。その結果をご報告し、ご了承いただきたいと思います。 

会期につきましては、本日から３月２０日までの１９日間を予定しております。 

開催日につきましては、第２日を３月１１日、一般質問。第３日を３月１２日、一般質問。

２日目、３日目の開議時間は９時３０分とさせていただきます。第４日を３月１３日、議案

審議。第５日を３月２０日、議案審議を予定しております。 

一般質問通告の締め切りは、申し合わせにより、３月４日木曜日午後３時までとしており

ます。 

第１日の議事日程は、申し合わせにより、提案理由の説明にとどめるということになって

いますが、今議会においては当局からの申し出により、日程第９ 議案第８号 工事請負契

約の締結については本日、審議を行うことになりました。その他の議案については、提案理

由の説明にとどめたいと思いますのでご了承をお願いします。 

各予算案件に関しまして、補正予算は年度末の執行期限等に関係することから、本会議で

先に審議を行い、当初予算につきましては、申し合わせにより、予算審査特別委員会を設置

して審議をお願いすることになります。 

また、特別委員会の設置については、議長発議で行いたいと思いますので、ご了承をお願

いします。 

日程第３６から日程第４７の当初予算に関する議案第３５号から議案第４６号につきまし

ては、特別委員会においてそれぞれ補足説明が行われますので、本日の補足説明は省略いた

します。 

地方自治法第１２１条の規定による説明員の出席要求並びに閉会中の議員活動報告をお手

元に配付しております。 

会議規則第１２８条の規定による議員派遣結果報告書をお手元に配付しております。 
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本日、延会後に全員協議会、予算審査特別委員会の開催を予定していますので、よろしく

お願いします。 

以上で、諸報告を終わります。  

○議    長 

 諸報告が終わりました。 

 ご了承のほどよろしくお願い申し上げます。  

これより、本日の会議を開きます。 

                                          

（１）日程第１ 会議録署名議員指名について                  

 
  議長は会議規則第１２６条の規定により、本定例会の会議録署名議員を次のとおり指名

した。 

８ 番   楠 本  隆 典    ９ 番   西 尾  智 朗  

                                          

（２）日程第２ 会期の決定について 

 
○議    長  

日程第２ 会期の決定についてを議題といたします。 
 会期は本日３月２日から３月２０日までの１９日間といたしたいと思います。 
 これにご異議ありませんか。  

（異議なしの声あり） 
○議    長 

異議なしと認めます。 
 従って、本定例会の会期は本日から３月２０日までの１９日間と決定いたしました。 
                                          

（３）日 程 第 ３ 報 告第２号 専決処分の報告について 

日 程 第 ４ 報 告第３号 専決処分の報告について 

日 程 第 ５ 議 案第４号 専決処分の承認について 

日 程 第 ６ 議 案第５号 専決処分の承認について 

日 程 第 ７ 議 案第６号 専決処分の承認について 

日 程 第 ８ 議 案第７号 土地の貸付について 

日 程 第 ９ 議 案第８号 工事請負契約の締結について 

日程第１０ 議 案第９号 白浜町テニスコートの指定管理者の指定について 

日程第１１ 議案第１０号 白浜町椿地域振興施設椿はなの湯の指定管理者の指定に 

ついて 

日程第１２ 議案第１１号 白浜町手数料徴収条例の一部を改正する条例について 

日程第１３ 議案第１２号 白浜町行政手続条例の一部を改正する条例について 

日程第１４ 議案第１３号 白浜町職員の給与等に関する条例等の一部を改正する条 

 例等について 

日程第１５ 議案第１４号 白浜町各種基金条例の一部を改正する条例について 
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日程第１６ 議案第１５号 白浜町報酬及び費用弁償等条例等の一部を改正する条例 

について 

日程第１７ 議案第１６号 白浜町教職員住宅管理条例の一部を改正する条例につい 

             て 

日程第１８ 議案第１７号 白浜町学童保育所設置条例の一部を改正する条例につい 

             て 

日程第１９ 議案第１８号 白浜町教育長の職務に専念する義務の特例に関する条例 

の制定について 

日程第２０ 議案第１９号 白浜町立幼稚園条例及び白浜町立保育園条例の一部を改 

正する条例について 

日程第２１ 議案第２０号 白浜町保育園保育の実施に関する条例を廃止する条例に 

ついて 

日程第２２ 議案第２１号 白浜町介護保険条例の一部を改正する条例について 

日程第２３ 議案第２２号 白浜町指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び 

運営に関する基準を定める条例及び白浜町指定地域密着 

型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに 

指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のため 

の効果的な支援の方法に関する基準を定める条例の一部 

を改正する条例について 

日程第２４ 議案第２３号 白浜町指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに 

指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支 

援の方法に関する基準を定める条例の制定について 

日程第２５ 議案第２４号 白浜町地域包括支援センターの人員及び運営に関する基 

準を定める条例の制定について 

日程第２６ 議案第２５号 白浜町ひとり親家庭医療費の支給に関する条例の一部を 

改正する条例について 

日程第２７ 議案第２６号 白浜町公衆便所条例の一部を改正する条例について 

日程第２８ 議案第２７号 白浜町白浜駅前駐車場条例の制定について 

日程第２９ 議案第２８号 白浜町下水道条例の一部を改正する条例について 

日程第３０ 議案第２９号 白浜町火災予防条例の一部を改正する条例について 

日程第３１ 議案第３０号 白浜町特定用途制限地域内における建築物等の用途の制 

             限に関する条例の制定について 

日程第３２ 議案第３１号 平成２６年度白浜町一般会計補正予算（第９号）議定に 

ついて 

日程第３３ 議案第３２号 平成２６年度白浜町国民健康保険事業特別会計補正予算 

（第３号）議定について 

日程第３４ 議案第３３号 平成２６年度白浜町簡易水道事業特別会計補正予算（第 

３号）議定について 

日程第３５ 議案第３４号 平成２６年度白浜町下水道事業特別会計補正予算（第３ 

号）議定について 
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日程第３６ 議案第３５号 平成２７年度白浜町一般会計予算議定について 

日程第３７ 議案第３６号 平成２７年度白浜町国民健康保険事業特別会計予算議定 

について 

日程第３８ 議案第３７号 平成２７年度白浜町後期高齢者医療特別会計予算議定に 

ついて 

日程第３９ 議案第３８号 平成２７年度白浜町介護保険特別会計予算議定について 

日程第４０ 議案第３９号 平成２７年度白浜町住宅資金貸付事業特別会計予算議定 

について 

日程第４１ 議案第４０号 平成２７年度白浜町土地取得特別会計予算議定について 

日程第４２ 議案第４１号 平成２７年度白浜町健康交流拠点施設事業特別会計予算 

議定について 

日程第４３ 議案第４２号 平成２７年度白浜町簡易水道事業特別会計予算議定につ 

いて 

日程第４４ 議案第４３号 平成２７年度白浜町農業集落排水事業特別会計予算議定 

について 

日程第４５ 議案第４４号 平成２７年度白浜町下水道事業特別会計予算議定につい 

             て 

日程第４６ 議案第４５号 平成２７年度白浜町水道事業特別会計予算議定について 

日程第４７ 議案第４６号 平成２７年度白浜町土地開発公社事業計画及び会計予算 

の提出について 

                                        
○議    長   

日程第３ 報告２号から日程第４７ 議案第４６号までの４５件を一括議題とします。 
町長から、挨拶並びに提案理由の説明を求めます。 

番外  町長 井澗君（登壇） 
○番    外（町  長）  

 本日、平成２７年第１回定例会を招集致しましたところ、議員各位には、公私共に大変ご

多忙のなか、ご出席を頂きまして誠にありがとうございます。 
 上程致しました諸議案の提案理由の説明に先立ちまして、一言ご挨拶を申し上げます。 

冒頭に、このたび南勝弥議員におかれましては、白浜町議員として、永年にわたり、地域

社会の発展と地方自治の振興に尽くされたご功績により、全国町村議会議長会から栄えある

自治功労者表彰を受けられました。 
 心からお祝いを申し上げるものでございます。 
 今後とも、白浜町勢伸展のため、より一層のご活躍を祈念すると共に、ご指導賜りますよ

うよろしくお願い致します。 
さて、昨年末の１２月２４日に第３次安倍内閣が発足し、同月２７日に閣議決定された地

方への好循環拡大に向けた緊急経済対策において、地方創生の具体的な施策が示されました。 
景気の現状として、安倍内閣では、これまで、大胆な金融政策、機動的な財政政策、民間投

資を喚起する成長戦略の三本の矢からなる経済政策を一体的に推進する中で、有効求人倍率

の高水準や経常利益の過去最高水準など経済の好循環が生まれ始めています。しかしながら、
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実質ＧＤＰ成長率が２四半期連続でマイナスとなるなど、景気は緩やかな回復基調が続いて

いるものの、個人消費に弱さが見られ、こうした景気動向の背景には、消費税の駆け込み需

要の反動減、夏の天候不順の影響、円安による輸入物価の上昇、さらには、消費税引上げの

影響を含めた物価の上昇に家計の所得の増加が追いついていないことが要因と考えられてお

り、これらが、低所得者層や子育て世帯等の家計や、地方の中小企業等に影響を及ぼしてい

るとされています。 
また、地域ごとに景気回復にばらつきがみられ、特に、人口減・高齢化やグローバル化へ

の対応の遅れなどの中長期的な課題を抱える地方においては、経済対策の効果がなかなか行

き渡らず、経済の好循環の実現が十分に進展していないとされています。 
今般発出された経済対策では、経済の脆弱な部分に的を絞り、かつスピード感をもって対

応を行うことで、経済の好循環を確かなものとするとともに、地方にアベノミクスの成果を

広く行き渡らせることを目指し、地域の実情に配慮しつつ、消費を喚起する、しごとづくり

など地方が直面する構造的な課題への実行ある取組を通じて地方の活性化を促す、災害復旧

等の緊急対応や復興を加速化する、という３点に重点を置いて取りまとめられています。 
こうした経済対策を実行に移すため、先月、国において平成２６年度補正予算が成立しま

した。この予算は、地方への好循環拡大に向けた緊急経済対策の実行に伴う国費として、３

兆５，２８９億円が措置されており、なかでも、生活者への支援、生活環境の整備のための

交付金や、まち・ひと・しごとの創生に向けた総合戦略の先行的実施の交付金につきまして、

当町にも一定の交付額が示されており、現在各課で事業実施に向けて計画に取組んでいると

ころでございます。 
国が示す交付金の目的にそって、迅速に執行する地域消費喚起・生活支援型の事業と地方

の活性化を促す地方創生先行型の事業に分け、今議会に提案できるよう、早急に予算編成を

進めているところでございます。 
平成２７年度を初年度とする地方創生の推進においては、２００８年に始まった人口減少

が今後加速的に進むことが予測され、人口減少は地方から始まり、都市部へ広がり経済社会

に対して大きな重荷となることが懸念されています。また、東京圏への過度の人口の集中が

日本全体の人口減少に結び付いているとしており、将来にわたって「活力ある日本社会」を

維持するため、人口減少に歯止めをかけ、２０６０年に１億人程度の人口を確保することを

見込み、人口の安定化と生産性の向上を図り、５０年後も実質ＧＤＰ成長率が１．５％～２％

程度維持されるとしています。 
この目標に向け、東京一極集中の是正、若い世代の就労・結婚・子育ての希望の実現、地

域の特性に即した地域課題の解決を３つの基本的視点として、国民の希望の実現に全力を注

ぐことが重要であり、地方創生は、日本の創生であり、地方と東京圏がそれぞれの強みを活

かし、日本全体を引っ張っていくことが、まち・ひと・しごと創生「長期ビジョン」が目指

す将来の方向としています。 
国では、総合戦略として、新年度の２０１５から２０１９年度の５か年の政策目標・施策

を策定することとしており、同時に地方においては、地方版総合戦略として、地域の人口動

向や産業実態等を踏まえ、２０１５から２０１９年度の５か年の政策目標・施策を策定する

こととなってございます。 
それぞれの地方が独自の地方戦略を掲げ、地方創生に取組むことにより、将来的に４１％
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まで上昇が見通されている高齢化率は、出生率の上昇により２０５０年の３５．３％をピー

クとして、長期的には２７％程度まで低下することが推計されています。 
先月、２０１４年１０月～１２月期の実質ＧＤＰ成長率が３四半期ぶりにプラス成長とな

ったことが示され、国会において、安倍首相は、平成２７年度予算案と平成２６年度補正予

算を通じて景気回復の実感を全国津々浦々に届けていきたい旨を述べられました。 
当町におきましても、過疎化、高齢化の問題は町の長期ビジョンにおいて避けることので

きない最も重要な課題であり、国、県の動向や、周辺市町との連携に重点をおきながらも、

当町独自の総合戦略の策定に努めたいと考えてございます。 
策定にあたっては、国の「地方創生コンシェルジュ制度」や「地域経済分析システム」な

どの人的支援、情報支援を活用しながら、幅広い見地から多くの意見を頂いて、当町の特色

や地域資源を生かして、住民に身近な施策を幅広く盛り込んでいきたいと考えてございます。 
施策の実施にあたっては、国の切れ目なく展開される財政支援や、県の戦略や施策を効果的

に発揮できるよう連携を図りながら実施したいと考えてございます。 
合併１０周年を迎えるにあたり、まちの将来像である「輝きとやすらぎと交流のまち白浜」

の充実に向けましては、なかでも、安心安全な暮らしの実現により、住み慣れた地域で「や

すらぎ」を感じられる生活が送れることをテーマとして、取組んでいるところでございます

が、２０１１年３月１１日の日本周辺では観測史上最大となる東北地方太平洋沖地震に伴い、

発生した大津波による被害は、世界銀行の推計で自然災害による経済損失額としては史上１

位と報道されるなど、財産の被害だけでなく、多くの方々が犠牲になられました。 
この東日本大震災を教訓として、和歌山県では、地震津波対策として、昨年１０月に「東

海・東南海・南海地震の３連動地震」及び「南海トラフ巨大地震」の津波浸水想定に基づき

津波避難困難地域が公表されました。 
県内における「南海トラフ巨大地震」の津波避難困難地域については、１２市町が抽出さ

れ、当町では１１地区が対象となっています。津波避難困難地域すべてを解消することは困

難でありますが、今後は、ワークショップ等を開催し、地域住民の皆さんや防災関係機関の

ご意見、協力を賜り、津波対策案について検討して参りたいと考えています。 
また、震災時において、防災行政無線は情報伝達手段として最も重要でありますが、設備

の老朽化や電波法の技術基準の改正により、アナログ方式からデジタル方式に切り替える必

要があることから、設備を一新するよう計画を進めて参ります。 
こうした防災対策を推進することで、住み慣れた地域で「やすらぎ」を感じて頂き、同時

に、地域や世代を超えて、多くの人が「交流」し、住民や来訪者が共に笑顔あふれるつなが

りを持つまちづくりになるものと考えてございます。 
 町の主要産業である観光につきましては、２００３年に国が実施したビジット・ジャパン・

キャンペーンを契機に、近年、特に増加している外国人旅行者への環境整備を進めることが

必要不可欠であり、インバウンド対策として、無料Ｗｉ-Ｆｉ接続サービスの整備や、パンフ

レットなどの多言語表示への転換を進めると同時に、外国人旅行者の誘致活動を積極的に進

めます。 
 また、昨年夏の天候不順による観光産業への影響が残ることから、国の経済対策を活用し、

前倒しした地域消費喚起に努めることとしています。 
 新たな集客の取組みとして昨年第１回目として開催された南紀白浜トライアスロン大会は、
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今年も開催する運びとなりました。 
これまでにない民間主導型のイベントであり、白浜町のイベントとして定着し、今後とも

継続できる安定したイベントとなるよう、サポートして参ります。 
 本年開催される、「紀の国わかやま国体」は、９月２６日から１０月６日までの１１日間の

日程で和歌山県下各地で競技が行なわれます。 
当町では、９月２６日に卓球競技が始まり、翌日２７日にソフトテニス競技、１０月３日

には空手道競技が始まり、１０月５日まで行う予定です。 
 これまで、白浜町テニスコート、白浜会館、総合体育館の整備が完了してございますが、

選手が競技に集中できる環境整備や、来場者の利便性を向上させる整備などきめ細やかな整

備を大会開催までに完成させ、万全な体制で本番を迎えたいと思います。 
 新年度に入ると、大会の開催に向けた様々な取組みが行なわれることとなりますが、実行

委員会の皆様をはじめ、町民の皆様やボランティアの皆様と共に、大会が盛会に実施できる

ようご協力をお願い申し上げます。 
さて、平成２７年度の当初予算編成にあたっては、健全で持続可能な財政運営を念頭にお

きながらも、防災、福祉、子育て、医療、観光、環境及び教育分野における各種事業に対し、

可能な限りの予算措置に取り組みました。 
一般会計予算の歳入のうち、町税については長引く景気低迷の影響などにより減少傾向が

続いており、個人住民税では前年度比△１．９％、法人町民税については、税率引き下げの

影響から前年度比△１１.６％、固定資産税については、地価の下落等に伴い、前年度比△１．

２％となり、税収総額では前年度比△２．４％、７千６百万円減の３０億９千３百万円を見

込んでいます。 
また、税収と並んで町の基幹収入でもある地方交付税は、国の地方財政計画において、前

年度に引続き減少となることが示されていますが、自治体共同クラウド事業導入及びコミュ

ニティバス運行事業に伴う増額を見込み、総額では前年度比＋１．５％、５千４百万円増の

３５億８千万円を見込んでいます。 
地方債では、財源不足に対処するため、臨時財政対策債の発行予定額を４億６千８百万円

としたほか、教育関連施設などの大型事業の財源に起債を活用したことから、町債全体では

前年度比＋４３．１％、７億１百万円増の２３億２千７百万円となりました。 
起債に当たっては、財政負担の軽減を図るため、全国防災事業債、緊急防災・減災事業債、

合併特例事業債及び過疎対策事業債など、元利償還金に対し、交付税算入措置のある有利な

起債事業の活用に努めているところでございます。 
各種譲与税、交付金は、自動車取得税率の引下げに伴う自動車取得税交付金の減収が見込

まれる一方、地方消費税交付金の平年度化に伴う増加などにより、総額で、＋１４．３％、

５千８百万円増の４億６千万円を見込んでいます。 
歳入全体では自主財源が３５．４％、依存財源が６４．６％の構成割合となっており、引

続き地方交付税を中心とする依存財源に大きく影響を受ける状況となっています。 
まず、予算規模ですが、総額は、１２７億９千１百万円でございます。 
前年度と比較しまして１０億２千１百万円、８．７％の増加となっています。 
歳入では、自主財源は４５億３，３１５万１千円で、前年度と比較しまして８，７７２万

６千円の増加となっています。 



 13

次に、依存財源は８２億５，７８４万９千円で、その主なものは地方交付税３５億８千万

円、前年度と比較しまして５，４００万円の増加となっており、町債で２３億２，７１０万

円、前年度と比較しまして７億１３０万円の増加となっています。 
 歳出では、人件費、扶助費、公債費の義務的経費は５１億３７０万３千円となっており、

そのうち人件費が２４億８，９１８万３千円でございます。 
 投資的経費は２２億２，８５２万円、内、普通建設事業費は２２億２，６０２万円となっ

ています。その他物件費等につきましては５４億５，８７７万７千円でございます。 
 予算規模が過去最大となり、今議会で追加補正を予定しています平成２６年度一般会計の

経済対策関連予算とを併せ新年度で実施することとなります。 
 地域経済の好循環を確かなものとするため、消費喚起施策をはじめとして、早急な事業の

実施に努めて参ります。 
 一方、こうした財政事情の厳しい中、課題として取組んで参りました未収債権の回収につ

きましては、過去２年間において、未収債権回収準備室を設置し、債権回収に係る手続き等

を調査研究して参りましたが、新年度からは、債権回収推進室に改め、より専門的な研修等

を進め、債権回収に携わる担当者等の知識を深めるとともに、各課が抱える課題を連絡調整

しながら総合的に推進して参ります。 
新年度は、継続する課題や新たな施策、国体の実施、国勢調査、低所得者・子育て世帯へ

の給付金等多くの事業を計画してございますが、各種施策や事務事業の遂行に職員共々努め

て参りますので、今後とも、議員各位の、なお一層のご指導とご鞭撻を賜りますようお願い

申し上げます。 
また、平成２６年第４回定例会以降、次の方からご寄付を頂きましたのでご報告し、御礼

に代えさせて頂きます。（敬称略）環境保全基金へ 環境保全基金募金箱への寄附金 
さて、本議会においてご審議をお願い致します案件は、専決処分の報告に関する事項２件、

専決処分の承認に関する事項３件、土地の貸付に関する事項１件、工事請負契約に関する事

項１件、指定管理者の指定に関する事項２件、条例の一部改正に関する事項１４件、条例の

廃止に関する事項１件、条例の制定に関する事項５件、平成２６年度一般会計及び特別会計

補正予算議定４件、平成２７年度一般会計及び特別会計予算議定１１件、平成２７年度白浜

町土地開発公社事業計画及び会計予算の提出に関する事項１件であり、必要な議案を提出し

たところでございます。 
なお、予定議案と致しまして、地域支援交付金事業に係る平成２６年度一般会計補正予算

議定１件、白浜町教育委員会委員の任命に関する事項１件、白浜町固定資産評価審査委員会

委員の選任に関する事項３件がございます。 
 本議会においてご審議をお願い致します案件の提案理由について順次ご説明申し上げます。 
報告第２号及び第３号の専決処分の報告につきましては、公用車の運転中に発生した物損

事故について専決処分したので、報告するものでございます。 
議案第４号～第６号の専決処分の承認につきましては、選挙ポスター用の掲示板が飛散し

たことにより発生した物損事故について専決処分したので、これを報告し、承認を求めるも

のでございます。 
議案第７号 土地の貸付につきましては、ゴルフ場用地として貸付けしたいので、提案す

るものでございます。 
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議案第８号 工事請負契約の締結につきましては、白浜第一小学校建設等工事について契

約を締結したいので、提案するものでございます。 
議案第９号 白浜町テニスコートの指定管理者の指定につきましては、指定管理者を指定

したいので、提案するものでございます。 
議案第１０号 白浜町椿地域振興施設椿はなの湯の指定管理者の指定につきましては、指

定管理者を指定したいので、提案するものでございます。 
議案第１１号 白浜町手数料徴収条例の一部を改正する条例につきましては、鳥獣の保護

及び狩猟の適正化に関する法律の一部改正に伴い、関係規定を改正したいので、提案するも

のでございます。 
議案第１２号 白浜町行政手続条例の一部を改正する条例につきましては、行政手続法の

一部改正に伴い、関係規定を改正したいので、提案するものでございます。 
議案第１３号 白浜町職員の給与等に関する条例等の一部を改正する条例につきましては、

給料月額を改定し、関係規定を改正したいので、提案するものでございます。 
議案第１４号 白浜町各種基金条例の一部を改正する条例につきましては、庁舎整備基金

の名称及び目的を改めたいので、提案するものでございます。 
議案第１５号 白浜町報酬及び費用弁償等条例等の一部を改正する条例につきましては、

地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部改正に伴い、関係規定を改正したいので、

提案するものでございます。 
議案第１６号 白浜町教職員住宅管理条例の一部を改正する条例につきましては、市江教

員住宅の老朽化による廃止に伴い、関係規定を改正したいので、提案するものでございます。 
議案第１７号 白浜町学童保育所設置条例の一部を改正する条例につきましては、児童福

祉法の一部改正に伴い、関係規定を改正したいので、提案するものでございます。 
議案第１８号 白浜町教育長の職務に専念する義務の特例に関する条例の制定につきまし

ては、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部改正に伴い、教育長の職務に専念す

る義務の特例に関し必要な事項を定めたいので、提案するものでございます。 
議案第１９号 白浜町立幼稚園条例及び白浜町立保育園条例の一部を改正する条例につき

ましては、子ども・子育て支援法の制定に伴い、関係規定を改正したいので、提案するもの

でございます。 
議案第２０号 白浜町保育園保育の実施に関する条例を廃止する条例につきましては、児

童福祉法の一部改正に伴い、保育の実施理由については子ども・子育て支援法施行規則にお

いて定められたため、提案をするものでございます。 
議案第２１号 白浜町介護保険条例の一部を改正する条例につきましては、介護保険法施

行令の一部改正に伴い、関係規定を改正したいので、提案するものでございます。 
議案第２２号 白浜町指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準

を定める条例及び白浜町指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並び

に指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基

準を定める条例の一部を改正する条例につきましては、介護保険法の一部改正に伴い、関係

規定を改正したいので、提案するものでございます。 
議案第２３号 白浜町指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援

等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例の制定につきまし
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ては、介護保険法の一部改正に伴い、関係規定を制定したいので、提案するものでございま

す。 
議案第２４号 白浜町地域包括支援センターの人員及び運営に関する基準を定める条例の

制定につきましては、介護保険法の一部改正に伴い、関係規定を制定したいので、提案する

ものでございます。 
議案第２５号 白浜町ひとり親家庭医療費の支給に関する条例の一部を改正する条例につ

きましては、児童扶養手当法施行令の一部改正に伴い、関係規定を改正したいので、提案す

るものでございます。 
議案第２６号 白浜町公衆便所条例の一部を改正する条例につきましては、新設した施設

を追加し、移転した施設の位置を変更し、併せて一部施設の名称を変更したいので、提案す

るものでございます。 
議案第２７号 白浜町白浜駅前駐車場条例の制定につきましては、白浜町白浜駅前駐車場

の設置及び管理に関し、必要な事項を定めたいので、提案するものでございます。 
議案第２８号 白浜町下水道条例の一部を改正する条例につきましては、下水道法施行令

の一部改正に伴い、関係規定を改正したいので、提案するものでございます。 
議案第２９号 白浜町火災予防条例の一部を改正する条例につきましては、消防法施行令

の一部改正に伴い、関係規定を改正したいので、提案するものでございます。 
議案第３０号 白浜町特定用途制限地域内における建築物等の用途の制限に関する条例の

制定につきましては、特定用途制限地域内における建築物等の用途の制限を行なうための関

係規定を制定したいので、提案するものでございます。 
議案第３１号 平成２６年度白浜町一般会計補正予算（第９号）議定につきましては、既

定の歳入歳出予算の総額から１億３，６４７万２千円を減額して、歳入歳出予算総額を１２

７億４，３３８万３千円と定めました。 
今回の補正の主なものと致しまして、（単位：万円未満四捨五入） 

 総務費につきましては、ふるさと白浜応援基金積立金 ６５０万円。 
 民生費につきましては、児童手当 △１，７００万円。 
 衛生費につきましては、公立紀南病院組合負担金 ５３０万円。 

農林水産業費につきましては、青年就農給付金 ７１３万円、用土搬入整備工事費 △２

００万円、森林整備地域活動支援交付金 △１３７万円、綱不知漁港基本事業計画作成委託

料 △３１８万円、海岸保全施設整備工事費 △５００万円。 
土木費につきましては、下水道事業特別会計繰出金 △１０５万円、急傾斜地崩壊対策費

負担金 ２１５万円。 
教育費につきましては、白浜第一小学校建設事業費 △１億２，０５２万円。 
災害復旧費につきましては、漁港施設災害復旧工事費 △８３６万円でございます。 
その主な財源は、分担金及び負担金 △１０万円、国庫支出金 △４，４９２万円、県支

出金 △７８４万円、寄附金 ６５０万円、繰入金 △６４１万円、町債  △８，３７０万

円でございます。 
また、白浜第一小学校建設事業の継続費補正、マイナンバー法対応例規整備事業他９件の

繰越明許費及び義務教育施設整備事業の地方債補正を定めました。 
議案第３２号 平成２６年度白浜町国民健康保険事業特別会計補正予算（第３号）議定に
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つきましては、既定の歳入歳出予算の総額に１４６万５千円を追加して、歳入歳出予算総額

を３４億４，６８３万９千円と定めました。 
議案第３３号 平成２６年度白浜町簡易水道事業特別会計補正予算（第３号）議定につき

ましては、繰越明許費４７０万円を定めました。 
議案第３４号 平成２６年度白浜町下水道事業特別会計補正予算（第３号）議定につきま

しては、既定の歳入歳出予算の総額から６４９万８千円を減額して、歳入歳出予算総額を８

億５，５４１万４千円と定めました。 
議案第３５号から議案第４６号につきましては、平成２７年度白浜町一般会計予算議定及

び１０件の特別会計予算議定と、平成２７年度白浜町土地開発公社事業計画及び会計予算に

ついて提案するものでございます。 
以下、一般会計における主な事業の概要を申し上げます。（単位：万円未満四捨五入） 
総務費につきましては、  
  ○ 本庁舎耐震改修事業                  ６４０万円 
  ○ 庁舎等整備基金積立金               ５，０００万円 
  ○ 合併１０周年記念式典事業               ６０４万円 
  ○ 耐災害ネットワークシステム実証事業          ２０９万円 
  ○ コミュニティバス運行事業             １，０９５万円 
  ○ ＪＲ白浜駅駐輪場整備事業              ２２０万円 
  ○ 白浜町勢要覧更新事業                ３５０万円 
  ○ 地上デジタル放送難視聴地域解消対策負担金    １，５００万円 
  ○ 地域振興基金積立金             １億１，４７０万円   
  ○ 電算システム改修委託料             ４，２８５万円 
  ○ 基幹システム自治体共同クラウド化事業      ６，１１３万円 
  ○ 備蓄資機材整備事業                 ５１４万円 
  ○ デジタル防災行政無線システム整備基本設計事業  １，０００万円 
  ○ 津波避難計画・津波避難対策緊急事業計画策定事業 １，４１０万円 
  ○ 防災対策事業費補助金                ６００万円 
  ○ 国体推進事業                ２億６，６１７万円 
  ○ 固定資産台帳整備事業                 ６４７万円 
  ○ 固定資産税評価更新事業               ５００万円 
  ○ 基幹統計事業                  １，２１０万円 

 民生費につきましては、  
  ○ 安心生活基盤構築事業               １，０００万円 
  ○ 自殺対策事業                     ６３０万円 
  ○ 基幹相談支援センター機能強化事業           ６２８万円 
  ○ 地域活動支援センター事業               ６２５万円 
  ○ 障害者相談支援事業                  ６７０万円 
  ○ 重度心身障害児（者）医療扶助費          ５，５４１万円 
  ○ 臨時福祉給付金事業                ４，２４５万円 
  ○ 子ども医療扶助費                ５，５７８万円 
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  ○ 送迎車両運行管理事業                ６９５万円 
  ○ ひとり親医療費扶助費              ２，４９７万円 
  ○ 子育て世帯臨時特例給付金事業          １，１０３万円 
 衛生費につきましては、 
  ○ 妊婦健康診査事業                １，２５６万円 
  ○ 公益財団法人白浜医療福祉財団補助事業      ６，１１１万円 
  ○ がん検診推進事業                  ３７２万円 
  ○ 各種検診事業                  １，８７３万円 
  ○ 定期予防接種事業                ４，７９９万円 
  ○ 合併処理浄化槽設置整備事業費補助金       ２，５１４万円 
  ○ 公共施設整備基金積立金             ３，２５０万円 
  ○ 地域づくり基金積立金                ３２９万円 
  ○ 最終処分場施設修繕事業             １，６００万円 
  ○ 紀南環境広域施設組合負担金         １億２，７１０万円 
 労働費につきましては、 
  ○ 勤労者生活資金貸付金                ３００万円 
 農林水産業費につきましては、 
  ○ 有害鳥獣駆除奨励補助金             １，５３３万円  
  ○ 青年就農給付金                 １，６５０万円 
  ○ 中山間地域等直接支払交付金           １，５８９万円 
  ○ 多面的機能支払事業交付金              ９１８万円 
  ○ 三共揚水施設改修事業                ４３０万円 
  ○ ため池ハザードマップ作成事業          １，０００万円 
  ○ 農村地域防災減災事業                ５６３万円 
  ○ 県営ため池等整備事業                ５００万円 
  ○ 地域振興事業補助金                 ５００万円 
  ○ 大地区作業道舗装工事                ３２７万円 
  ○ 防火道開設事業                 ４，０００万円 
  ○ 松林保全対策事業                  ３００万円 
  ○ 小規模治山事業                   ８８１万円 
  ○ 湯崎浜広場管理事業               １，７３３万円 
  ○ 堅田漁港施設機能強化事業            １，３００万円 
  ○ 堅田漁港埋立免許申請事業              ５８５万円 
  ○ 堅田漁港環境影響評価調査委託料           ７９５万円 
  ○ 水産物供給基盤機能保全事業           １，８９０万円 
  ○ 漁港整備事業                    ８２０万円 
 観光費につきましては、 
  ○ 体験観光推進事業                  ６３０万円 
  ○ まちなか観光案内業務委託事業            ７００万円 
  ○ 観光協会等観光宣伝補助金            １，８００万円 
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  ○ 向平キャンプ村施設改修事業             ６８０万円 
  ○ 放送設備備品費                   ２１８万円 
  ○ 大型共同作業場整備基金積立金            ２００万円 
 土木費につきましては、 
  ○ 橋梁長寿命化事業                １，７１５万円 
  ○ 町道櫛ケ峰権現谷線改良事業           ３，０００万円 
  ○ 交通安全対策事業                  ３９５万円 
  ○ 河床整備事業                  ２，６９１万円 
  ○ 住宅耐震改修補助金                 ４６６万円 
  ○ 都市下水路整備事業               ２，３００万円 
  ○ 伊勢ケ谷埋立事業                ４，０００万円 
  ○ 平間下第二団地改修事業             ２，５５０万円 
 消防費につきましては、 
  ○ 署活系携帯無線機整備事業              ４５０万円 
  ○ 運搬車更新事業                   ４４０万円 
  ○ 消防救急無線デジタル化事業         １億７，５９４万円 
  ○ 指令業務共同運用負担金             ３，１０３万円 
  ○ 消防団車両更新事業               １，２００万円 
  ○ 消防団車庫建設事業               １，３３４万円 
 教育費につきましては、 
  ○ 小学校施設整備工事費                ９２０万円 
  ○ 白浜第二小学校耐震化事業          ２億２，２５７万円 
  ○ 白浜第一小学校建設事業          １２億２，５０１万円 
  ○ 中学校施設整備工事費                ７５０万円 
  ○ 白浜町内埋蔵文化財活用事業             ２５０万円 
  ○ 西富田小学校区第二学童保育所建設事業        ６９２万円 
 以上を新年度の一般会計における主な事業として定めました。 
 なお、詳細につきましては、担当課長からご説明を致しますので、ご審議の程よろしくお

願い申し上げます。 
○議    長   

続いて、補足説明を許可します。 
番外  観光課長 古守君（登壇） 

○番    外（観光課長）    

報告第２号 専決処分の報告について、議案書（P.１～５）に基づき、説明した。 

○議    長   

番外  税務課長 高田君（登壇） 
○番    外（税務課長）   

報告第３号 専決処分の報告について、議案書（P.６～１０）に基づき、説明した。 

○議    長 

       番外  総務課長 田井君（登壇） 
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○番    外（総務課長） 

議案第４号 専決処分の承認について、議案書（P.１１～１５）に基づき、説明した。 

議案第５号 専決処分の承認について、議案書（P.１６～２０）に基づき、説明した。 

議案第６号 専決処分の承認について、議案書（P.２１～２５）に基づき、説明した。 

議案第７号 土地の貸付について、議案書（P.２６～２８）に基づき、説明した。 

○議    長 

 補足説明の途中ですが、暫時休憩します。 

       （休憩 １１ 時 １８ 分  再開 １１ 時 ２５ 分） 

○議    長   

 再開します。 
番外  教育次長 寺脇君（登壇） 

○番    外（教育次長）   

議案第８号 工事請負契約の締結について、議案書（P.２９～３２）に基づき、説明した。 

○議    長   

番外  日置川事務所長 青山君（登壇） 
○番    外（日置川事務所長）   

議案第９号 白浜町テニスコートの指定管理者の指定について、議案書（P.３３～３４）

に基づき、説明した。 

○議    長   

番外  農林水産課長 瀬見君（登壇） 
○番    外（農林水産課長）   

議案第１０号 白浜町椿地域振興施設椿はなの湯の指定管理者の指定について、議案書（P.

３５～３６）に基づき、説明した。 

議案第１１号 白浜町手数料徴収条例の一部を改正する条例について、議案書（P.３７～

４０）に基づき、説明した。 

○議    長   

番外  総務課長 田井君（登壇） 
○番    外（総務課長）   

議案第１２号 白浜町行政手続条例の一部を改正する条例について、議案書（P.４１～４

４）に基づき、説明した。 

議案第１３号 白浜町職員の給与等に関する条例等の一部を改正する条例について、議案

書（P.４５～４８）に基づき、説明した。 

議案第１４号 白浜町各種基金条例の一部を改正する条例について、議案書（P.４９～５

２）に基づき、説明した。 

○議    長   

番外  教育次長 寺脇君（登壇） 
○番    外（教育次長）   

議案第１５号 白浜町報酬及び費用弁償等条例等の一部を改正する条例について、議案書

（P.５３～５６）に基づき、説明した。 

議案第１６号 白浜町教職員住宅管理条例の一部を改正する条例について、議案書（P.５
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７～６０）に基づき、説明した。 

議案第１７号 白浜町学童保育所設置条例の一部を改正する条例について、議案書（P.６

１～６４）に基づき、説明した。 

議案第１８号 白浜町教育長の職務に専念する義務の特例に関する条例の制定について、

議案書（P.６５～６７）に基づき、説明した。 

○議    長 

 補足説明の途中ですが、休憩します。 

       （休憩 １２ 時 ０１ 分  再開 １２ 時 ５７ 分） 

○議    長   

 再開します。 
 午前中に引き続き、補足説明を許可します。 

番外  民生課長 中村君（登壇） 
○番    外（民生課長）   

議案第１９号 白浜町立幼稚園条例及び白浜町立保育園条例の一部を改正する条例につい

て、議案書（P.６８～７１）に基づき、説明した。 

議案第２０号 白浜町保育園保育の実施に関する条例を廃止する条例について、議案書（P.

７２～７４）に基づき、説明した。 

議案第２１号 白浜町介護保険条例の一部を改正する条例について、議案書（P.７５～７

８）に基づき、説明した。 

議案第２２号 白浜町指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準

を定める条例及び白浜町指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並び

に指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基

準を定める条例の一部を改正する条例について、議案書（P.７９～８２）に基づき、説明し

た。 

議案第２３号 白浜町指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援

等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例の制定について、

議案書（P.８３～８５）に基づき、説明した。 

議案第２４号 白浜町地域包括支援センターの人員及び運営に関する基準を定める条例の

制定について、議案書（P.８６～８８）に基づき、説明した。 

○議    長   

番外  住民保健課長 三栖君（登壇） 
○番    外（住民保健課長）   

議案第２５号 白浜町ひとり親家庭医療費の支給に関する条例の一部を改正する条例につ

いて、議案書（P.８９～９２）に基づき、説明した。 

○議    長   

番外  観光課長 古守君（登壇） 
○番    外（観光課長）   

議案第２６号 白浜町公衆便所条例の一部を改正する条例について、議案書（P.９３～９

８）に基づき、説明した。 

議案第２７号 白浜町白浜駅前駐車場条例の制定について、議案書（P.９９～１０２）に
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基づき、説明した。 

○議    長   

番外  上下水道課長 堀本君（登壇） 
○番    外（上下水道課長）   

議案第２８号 白浜町下水道条例の一部を改正する条例について、議案書（P.１０３～１

０６）に基づき、説明した。 

○議    長   

番外  消防長 古川君（登壇） 
○番    外（消防長）   

議案第２９号 白浜町火災予防条例の一部を改正する条例について、議案書（P.１０７～

１１０）に基づき、説明した。 

○議    長   

番外  建設課長 笠中君（登壇） 
○番    外（建設課長）   

議案第３０号 白浜町特定用途制限地域内における建築物等の用途の制限に関する条例の

制定について、議案書（P.１１１～１１５）に基づき、説明した。 

○議    長   

番外  総務課長 田井君（登壇） 
○番    外（総務課長）   

議案第３１号 平成２６年度白浜町一般会計補正予算（第９号）議定について、議案書（P.

１１６）に基づき、説明した。 

○議    長   

番外  住民保健課長 三栖君（登壇） 
○番    外（住民保健課長）   

議案第３２号 平成２６年度白浜町国民健康保険事業特別会計補正予算（第３号）議定に

ついて、議案書（P.１１７）に基づき、説明した。 

○議    長   

番外  上下水道課長 堀本君（登壇） 
○番    外（上下水道課長）   

議案第３３号 平成２６年度白浜町簡易水道事業特別会計補正予算（第３号）議定につい

て、議案書（P.１１８）に基づき、説明した。 

議案第３４号 平成２６年度白浜町下水道事業特別会計補正予算（第３号）議定について、

議案書（P.１１９）に基づき、説明した。 

○議    長   
以上で提案理由及び補足説明が終わりました。 

諸報告で申し上げましたとおり、日程第９ 議案第８号 工事請負契約の締結については、

本日ご審議をお願いします。 

日程第９ 議案第８号 工事請負契約の締結について、質疑を行います。 

       １２番  南君 

○１２   番 
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 ちょっとお聞きします。今回税込で１０億７，２９８万円というのは前回不落だった金額

と役場に近い金額、税込でお願いしたいのと、その業者の方と今回とは同じなんでしょうか。 

○議    長 

       番外  教育次長 寺脇君 

○番    外（教育次長） 

 金額で申しますと、前回税抜きでございますけども、９億９，５００万円。それに対しま

して、今回９億９，３５０万円。ですから、１５０万円の減で消費税を入れますと１６２万

円の減額となります。 

 それから、前回１０月の最低入札額と今回の落札者は同じ喜多・テンコー特定建設工事共

同企業体でございます。 

○議    長 

       １２番  南君 

○１２   番 

 先ほど、第一小学校の建設費が１４億５，９３３万４，０００円と説明がありましたけど

も、今回の契約以外にあと残っているのは給排水とか電気とかほかにどのようなのがあるの

でしょうか。 

○議    長 

       番外  教育次長 寺脇君 

○番    外（教育次長） 

 残りとしましては、機械設備工事、それから電気設備工事、それぞれ機械設備が６件、電

気設備工事が３件、こちらの入札が残ってございます。 

○議    長 

       ８番  楠本君 

○８    番 

 前回の説明では地元業者を優先するということもあってそれで不落になったと。２回目が

県内業者と。この５社というのは県内も含めた５社であるのか町内業者であるのかお伺いし

たいと思います。 

 それから、残工事については分離発注ということであるんですけども、機械６件、電気３

件は一括分離発注であるのか。電気についても３件を分離発注するのか個々にするのか、そ

の辺についてお伺いしたいと思います。 

○議    長 

       番外  教育次長 寺脇君 

○番    外（教育次長） 

 １点目の指名業者の件でございますけれども、１回目の入札と同じ田辺・西牟婁の経営点

数が上位５社。それから、白浜町の特定建設業許可をいただいております５社のＪＶにより

入札を行ってございます。 

 それから、もう１点につきましては、機械設備工事６件、電気設備工事３件、それぞれ分

離発注をさせていただきます。 

○議    長 

       ８番  楠本君 



 23

○８    番 

 ２点目の機械６件、電気３件と言うているけども、６件一括の分離発注であるのか。その

機械の３件についてという意味なんですよ。 

県 

○議    長 

       番外  教育次長 寺脇君 

○番    外（教育次長） 

 機械工事については６件に分離して、電気については３件に分離して発注をいたします。 

○議    長 

       １３番  玉置君 

○１３   番 

 私、規模とか金額とかよくわからないところがあるんですけども、西富田小学校が何年か

前にできたとき、あれはたしか大手の一部上場の真柄建設だったと思うんですが、当時はあ

まり工事が少なくて、入札価格が低かったような気がしたんです。今は建設ラッシュでいろ

いろと建設をせんならんところがようさんあるんやけども、やっぱり今資材が上がっている

ように聞いているし、いろいろと人手が足らないと聞いておるし、そういう中で似たような

規模なのかわからないけれども、工事としてはどのくらい高くつくというか。それが因果関

係あるとしたら、大手にお願いするのとやはり地元の育成という部分で、地元の企業にお願

いをするという部分での差は考えられるのかどうか、その辺ちょっとわかったら教えていた

だきたいのですが。 

○議    長 

       番外  教育次長 寺脇君 

○番    外（教育次長） 

 玉置議員のご質問の件でございますけども、教育委員会といたしましては、今回の白浜第

一小学校の建設工事につきましては、やはり町の基本的な方針でございます地元業者育成に

従って、入札を行わせていただきました。これが仮に大手ゼネコン等にお願いしておればと

いう部分については、その辺まで細かく分析はしてございません。 

○議    長 

       １３番  玉置君 

○１３   番 

 もう１点、時期的に大分西富田よりもあとになってきて建設材が上昇しているということ

もあると思うんやけども、その辺どのくらい高くなったのか、現状はどのくらい高い値で推

移しているのかどうか、その辺わかったら。 

○議    長 

       番外  教育次長 寺脇君 

○番    外（教育次長） 

 資材につきましては、１回目の入札から４カ月たっておりますので、上がっている資材も

あるかと思うんですけども、そのまま横ばいで推移している資材もあるように聞いておりま

す。 

ただ、労務単価につきましては、２月から全国平均で４．２パーセント上昇したというこ
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とは国土交通省から通知はございました。 

○議    長 

       １１番  古久保君 

○１１   番 

 関連なんですけども、楠本議員がお聞きした機械設備６件、設備を考えるに６件、職種は

どのような分け方をされているのか種類を教えていただけますか。 

○議    長 

 休憩します。 

       （休憩 １４ 時 ２７ 分  再開 １４ 時 ２８ 分） 

○議    長 

 再開します。 

       番外  建設課長 笠中君 

○番    外（建設課長） 

 機械設備につきましては６つに分けるということで、給排水・ガスが１つ。屋外配管が１

つ。給食室・衛生配管・消火設備・換気設備が１つ。空調設備が１つ。厨房機器が２カ所と

いうことで、資料としてはこれくらいしか持ってございません。 

○議    長 

       １１番  古久保君 

○１１   番 

 空調という項目がありますけども、この空調については職員関係だけですか。それと、教

室にはあるのかないのか。 

○議    長 

       番外  教育次長 寺脇君 

○番    外（教育次長） 

 エアコンの設置につきましては、普通教室には今のところ付けられるようには工事をする

んですけども、その辺り教育委員会の方針としまして、今のところ普通教室はエアコンを設

置しないという方針でございます。ただ、特別教室、それから管理棟等につきましてはすべ

てエアコンの設置の方向で設計をしております。 

○議    長 

       １２番  南君 

○１２   番 

 町内の業者の育成というのはよくわかりますし、毎回ほとんど町内の業者に発注している

わけなんですけども、実質３社か４社で順番というより、請けていただいているんですけど

も、前回入札の範囲を広げたらどうですかという話の中で、県内の業者も含めてという話を

ちらっと聞いたように思うんです。今回は入れなかったと思うんですが、今後そういうこと

を考えるのか。あまり町内の業者３社か４社の間ばかりというのも地元業者の育成というの

はわかりますけども、反面、皆さんからいただいた税金からも出ていますので、そのバラン

スを取る意味でも、ある程度もうちょっと入札の業者を広げてもいい場合もあるんではない

かと思うんですけども、そういうお考えはどうでしょうか。 

○議    長 
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 入札に関して順番という表現は不適切かと思いますので。 

       番外  教育次長 寺脇君 

○番    外（教育次長） 

 一応、入札の指名業者につきましては、指名委員会でいろいろと検討させていただくこと

になろうかと思うんですけども、現行の町の方針としましては、地元業者育成という部分が

大きく占めておりまして、特定の５社のほうで指名競争入札をさせていただいている状況で

ございます。 

○議    長 

       ８番  楠本君 

○８    番 

 先ほどの質問に関係するんですけども、新宮市でも不落になったと。紀北のほうでもなっ

たと。前の全員協議会でもお聞きしましたけれども設計、積算にあたっては、国交省の基準

をもとに、今、寺脇次長からも人件費の単価についてお話がございました。今後、もちろん、

設計、積算において、見積価格を抑えるということは町財政からして、また第二の耐震の工

事もありますし、分離発注の部分もありますから、そういうことも含めてやはり国交省の基

準をどこまで考えていくのかということが、非常に大切になってくると思うんですけれども、

設計・積算単価をあんまり押さえたら、またこのような状況にもなるやろうし。しかしなが

ら、今南議員が言われたけれども、ＪＶを組んで田辺・西牟婁の何社かで、何社あるのか知

りませんけれども組んでいくということは、県内企業における、新宮市や橋本市であったと

いうことになれば、もちろん地元業者の育成も大事なんやけども、広い視野の持った発注を

していかんならん時期に来ているんちがうかなと思うんですけども、その点について当町と

してどのようなお考えかお聞きしたいと思います。 

○議    長 

       番外  副町長 林君 

○番    外（副 町 長） 

 地元業者育成ということにつきましては、町議会でも請願を採択されているということも

ございますが、今いろいろなご意見をいただいておりますので、指名委員会としましても大

きな金額を要する建築に関わらず、土木工事に関わらず、その辺についてはまた検討してい

きたいと思います。 

 ただ、すぐに今後大手企業をそこに入れるかについては、全然庁内でも検討しておりませ

んが、検討課題にさせていただきたいと考えます。 

○議    長 

       １番  溝口君 

○１    番 

ちょっとお聞きしたいと思います。ほかの議員の皆さんからもいろいろございましたけれ

ども、ほかの企業も入れると。多分ほとんど和歌山県内におきまして、自分の町に所在地、

本店登記をしている法人といった中で有資格者があればその町の指名に入ると。これは和歌

山県内多分ほかの自治体もそうであろうかと思います。隣町の田辺市、いまだかつて一度た

りともゼネコン、日本のスーパーゼネコンほか大手ゼネコンで施工した例はないと。すべて

地元田辺市に本店登記をしている中で、そういった資格を持った業者同士で大きな金額であ
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ればＪＶを組んで入札している。そしてまた隣町の上富田町においても同じであります。そ

の町に本店登記をしている企業で、有資格者のある業者を指名するという流れであります。

ですから、これは白浜町の業者育成というから少しおかしな点であって、白浜町に企業とし

て自分の会社が本店登記していただいている企業で、有資格者を持っている企業を指名委員

会で指名していくという形が適正であろうと。 

 それで、私が１つ危惧しますのが、今回このような形になって、３回目でやっと小学校建

設の落札が決まりましたけども、果たしてこの金額でうまくいくのかなと。これから資材高

騰であるとか、やはり積算関係において、駆け足で図面関係で抜け落ちた点があるのでない

かなと。ひょっとしたらこの点が抜かっていた、あの点が抜かっていたということで、これ

から工事が始まったら、設計監理の業者からこうした点が抜かっていたからもう少しお金が

要るんちがいますかとか、そういう点がないものかなと。私はそうした点を心配しています。

あまり入札の結果、金額が一遍に上がったというのもどうかなという気がしますけども、今

後そこら辺におきましては、町当局において十分その点を検討していただいて、今後の工事

次第ではやはりこのままではという形があれば、即座に我々議会に報告していただきたいな

と申し上げます。 

○議    長 

 契約につきましては、今副町長が答弁されたとおり、粛々とお願いをしたいということで、

よろしいと思います。 

       ２番  三倉君 

○２    番 

 ＪＶにするのとせんのとどのくらいの範囲の中で、どのくらいの金額でというのがあるん

ですか。その辺がちょっとわからないので。 

○議    長 

       番外  建設課長 笠中君 

○番    外（建設課長） 

 白浜町の要綱の中でうたっていることでございます。この中で、工事でしたら約６億円以

上については単体ではいかないというように要綱で決めております。 

○議    長 

       ２番  三倉君 

○２    番 

 そしたら、６億くらいの金額、先ほどの寺脇次長の説明の中から結局上位の５社でという

のが、点数があるようですけども、そういうのからきていると。その金額からしたら、今の

白浜の業者さんでは６億の請負に値するのかせんのかというその辺はどうなんですか。それ

がないからというかわからんのですけども、ないからＪＶなんか決めて、それで両方でやっ

て育成していくという格好になるのか。それとも、そのままでできるのかできないのかとい

うその辺どうなんでしょうか。 

○議    長 

       番外  建設課長 笠中君 

○番    外（建設課長） 

 要綱においては、６億くらいの工事については共同企業体で行うと、発注することを共同
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事業体で行うというようにしております。先ほどから言われていますように、これに入れる、

ＪＶを組める特定建設業は５社ということなんですけど、これにつきましても、皆さんほか

の特定を取られていない企業の方につきましても努力をしていただいて、もう少し８社でも

白浜町内でＪＶを組めたら一番いいんですけども、５社でしたら組めませんので、そういう

企業の努力も今後必要でないかと考えているところでございますので、今後については指名

委員会等で再度検討していきたいと思っております。 

○議    長 

       ２番  三倉君 

○２    番 

 そしたら、上位、要は６億の仕事を取るだけの能力あってもジョイントにすると。それよ

り少ないところは多いところのスーパーゼネコンのような形の下請けじゃないんですけど、

結局そういう格好で育成のためにいくという方法はないんですか。 

○議    長 

       番外  建設課長 笠中君 

○番    外（建設課長） 

 一応６億と線引きをしているだけで、ゼネコンでしたら何十億でもいけるということです。 

○議    長 

       ２番  三倉君 

○２    番 

 そしたら、スーパーゼネコンだったら別にジョイントせんでもいいという格好になるんで

しょうけども、地元の業者を育ててもらうためにというのか、そういう格好で組んでやって

いくという方法というのは今のところ考えてはないんですか。 

○議    長 

       番外  建設課長 笠中君 

○番    外（建設課長） 

 ＪＶと地元、大手と組んだらということですね。それらはいろいろ入札のときに考えてい

るんですけども、ＪＶと大手ゼネコンと地元業者が組むというのは今のところ考えておりま

せんでした。 

○議    長 

       １１番  古久保君 

○１１   番 

 関連して、ＪＶ。今回の場合は田辺・西牟婁と白浜という形になっていますけれども、こ

の９億９，３５０万円の請負に対する契約、主たる契約。２社でするんだと思うんですけど

も、あと工事に関しての責任、それと請負の割り当て。お互いに業者同士話し合ってフィフ

ティ・フィフティにするのか。その内容によって、請負が大きくなる、小さくなるというこ

とがあるのかその辺教えてください。 

○議    長 

       番外  建設課長 笠中君 

○番    外（建設課長） 

 このＪＶを組むときに提出いただいております。今回でしたら、喜多さんが６０パーセン
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ト、テンコーさんが４０パーセント。６０パーセントでしたら６億くらいになると思います。

そのような組み方でまず最小出資率というのがございます。２社でやる場合は最低は片方で

３０、７０です。今回は４０、６０になっておりますので、いけるということになっており

ます。 

○議    長  
質疑を閉じることにご異議ありませんか。 

（異議なしの声あり） 
○議    長  

質疑を終結します。討論を行います。 
（なしの声あり） 

○議    長  
討論を終結します。採決します。お諮りします。 

  議案第８号は原案のとおり決することにご異議ありませんか。 
（異議なしの声あり） 

○議    長  
異議なしと認めます。 

  従って、議案第８号は原案のとおり可決されました。 
お諮りします。 

白浜町議会特別委員会設置についてを日程に追加して、直ちに議題にしたいと思います。 

これにご異議ございませんか。 

（異議なしの声あり） 

○議    長  
異議なしと認めます。 

従って、白浜町議会特別委員会設置についてを日程に追加して、直ちに議題にすることに

いたします。 

                                          

（４）追加日程第４８ 白浜町議会特別委員会設置について 

 

○議    長  
追加日程第４８ 白浜町議会特別委員会設置についてを議題とします。 

お諮りします。 

議案第３５号から議案第４６号については、委員会条例第６条の規定に基づき、１３人で

構成する予算審査特別委員会を設置して、これに付託の上審査することにしたいと思います。 

これにご異議ございませんか。 

（異議なしの声あり） 

○議    長  
異議なしと認めます。 

従って、議案第３５号から議案第４６号については、１３人で構成する予算審査特別委員

会を設置し、これに付託の上審査することに決定いたしました。 

お諮りします。 
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ただいま設置されました予算審査特別委員会の委員の選任については、委員会条例第８条

第２項の規定に基づき、議長を除く全議員を指名したいと思います。 

これにご異議ございませんか。 

（異議なしの声あり） 

○議    長  
異議なしと認めます。 

従って、予算特別委員会の委員の選任については、議長を除く全議員を選任することに決

定いたしました。 

お諮りします。 

本日はこれをもって延会とし、議案調査のため３月１１日まで休会にいたしたいと思いま

す。 

これにご異議ありませんか。 

（異議なしの声あり） 

○議    長   
異議なしと認めます。 

従って、本日はこれをもって延会とし、３月１１日まで休会することに決定いたしました。 

次回は３月１１日水曜日午前９時３０分に開会いたします。  

本日は大変ご苦労さまでした。 

 
議長 岡谷 裕計は、 １４ 時 ４４ 分 延会を宣した。 
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